
９月１日以降の
一部負担金・利用料免除について

（医科・介護）

平成２３年７月２２日

●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて

（その10） （７月以降の診療等分の取扱い）

●東日本大震災に係る入院時食事療養費等の標準負担額の免除期間の取扱いについて

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001jv24.html

平成２３年７月２６日

●東日本大震災に係る食費及び居住費等に関する補助の適用期間の取扱いについて

日本医師会総合政策研究機構：ORCAプロジェクト

平成２３年７月２６日現在
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日本医師会総合政策研究機構：ORCAプロジェクト

平成２３年７月２２日現在
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一部負担金免除の範囲

要件
「免除証明書」を提示
診療分及び調剤分の「一部負担金」を免除

猶予される項目と猶予期間
一部負担金
当面平成２４年２月２９日まで

入院時食事療養費および入院時生活療養費
当面平成２３年８月３１日まで

平成２３年９月以降も当面、支払い免除を継続
免除証明書によっては、入院時食事療養費及び入院時生活療養
費の標準負担額の免除の有効期間が平成２３年８月３１日までと
されているもの、これを取り繕ったもの、空白のもの等があるが、
その記載内容にかかわらず、追って連絡するまでの間、当面有効
なものとして取り扱う。

延 長



一部負担金等免除証明書（社・国）

９月１日以降の取扱い
既に発行された一部負担金等免除証明書の「入院時食事療養費等の標準負担額の
免除」に関する有効期限を修正する必要はない。
今後発行される一部負担金等免除証明書の「入院時食事療養費等の標準負担額の
免除」に関する有効期限については、以下のように記載しても良い

①「厚生労働大臣が定める日まで」と記載する
②「平成23年８月31日まで」と印字された物を「厚生労働大臣が定める日まで」と取り繕う
③空白にしておく

いずれの場合も、医療機関において有効な一部負担金等免除証明書として取り扱う。



９月１日以降の
介護保険施設等利用料免除について

平成２３年７月２６日

●東日本大震災に係る食費及び居住費等に関する補助の適用期間の取扱いについて

日本医師会総合政策研究機構：ORCAプロジェクト

平成２３年７月２６日現在
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介護保険施設等の利用料等免除の範囲

要件
「免除証明書」を提示
診療分及び調剤分の「一部負担金」を免除

「食費・居住費減免認定証」を提示

猶予される項目と猶予期間
利用料
当面平成２４年２月２９日まで

食費・居住費等
当面平成２３年８月３１日まで

平成23年９月以降も当面、支払い免除を継続
平成２３年９月１日以降､有効期間が｢平成２３年８月３１日
まで｣と記載されているなど､失効しているように見える認
定証についても､当分の間､有効な認定証として取り扱う

延 長



食費・居住費減免認定証

厚生労働省の標準
様式

認定証の様式は、
発行する各市町村
において、異なる場
合もある。

９月１日以降の取扱い
既に発行された、介護保険施設等における食費･居住費減免認定証（以下認定証）
における有効期間を修正する必要はない。
今後発行される認定証の有効期間については､以下のように記載しても良い。

①「平成○年○月○日から「厚生労働大臣が定める日まで」と記載する。
②「平成23年８月31日まで」と印字された物を「厚生労働大臣が定める日まで」と取り繕う
③空白にしておく

いずれの場合も、介護保険施設等において有効な認定書として取り扱う。




